
報告第  ３  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 

 

 地方自治法第１８０条第２項の規定により，議会において指定されている

事項について別紙のとおり専決処分したので報告する。  

 

 

  平成２６年  ６  月  ３  日  

 

 

                  調布市長  長  友  貴  樹     

 



           専   決   処   分   書  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により，

議会の議決により指定された市長の専決処分事項について，次のとおり専決

処分する。  

 

 

  平成２６年  ４  月１７日  

 

 

                   調布市長  長  友  貴  樹     

 

 

 市は，市道北１８１号線上に設置していた市が管理する雨水桝
ます

のグレーチ

ング蓋の管理の瑕疵
か し

により物件に損害を与えた事故による損害賠償の額を次

のとおり決定する。  

 

 

１  損害賠償の額  ５８７，０００円  

２  損害賠償の相手方  

     多摩市関戸２丁目３７番地３  

      京王自動車株式会社  

       代表取締役社長  江波戸  安  衛  
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